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姫路市美化部からのお知らせ

R7.3

安富町域のご家庭から出る埋立ごみ（瓦やレンガなど）の受入れ先である塩野最
終処分場は、安全上の理由から、令和７年９月末日をもって受け入れを終了します。

なお、受入期限までは、安全対策を講じますので、安全に持ち込んでいただくこ
とができます。

また、令和７年１０月１日以降におけるご家庭から出る埋立ごみの持込み先は、
「くれさかクリーンセンター」となります。

住民の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げ
ます。

【お問い合わせ先】北部美化事務所 TEL：０７９０－６６－２４７１

★ご自身で行った家屋や納屋、カーポート等の解体ごみ（リフォームによるごみを含む）

の持ち込みには「一般廃棄物処理申出書」が必要となりますので、事前に北部美化事務

所（安富事務所２階 安富町安志1151番地）で手続きを行ってください。

★搬入車両は最大積載量３ｔ以下で、ごみの排出者自ら又は家族が運転又は同乗してくだ

さい。

★持ち込む際の分別方法などは、くれさかクリーンセンターにお問い合わせください。

令和7年9月30日までは、埋立ごみを
くれさかクリーンセンターへ持ち込む
ことはできません。

≪くれさかクリーンセンター≫

所 在 地：姫路市夢前町宮置８０３番地

電話番号：０７９－３３５－３６７０

事業者が行った家屋解体により発生したごみは、くれさかクリーンセンター
へは一切持ち込みできません。産業廃棄物として適正に処理してください。

【くれさかクリーンセンター】


